
令和６年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります

〔概要〕
・１級の第一次検定は、１９歳以上（受検年度末時点）であれば受検可能
・２級の第一次検定は、１７歳以上（受検年度末時点）であれば受検可能（従前から変更なし）
・１級及び２級の第二次検定は、第一次検定合格後の一定期間の実務経験などで受検可能
（なお、令和１０年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検が可能）

１ 級

学歴・保有資格

旧受検資格※１

いずれも指導監督的実務経験1年を含む必要あり
新受検資格

第一次検定 第二次検定 第一次検定 第二次検定※２、※3

大学（指定学科） 卒業後、実務経験3年以上

19歳以上
（受検年度
末時点）

○1級第一次検定合格後、
・実務経験5年以上
・特定実務経験1年以上を
含む実務経験3年以上
・監理技術者補佐として
の実務経験1年以上

○2級第二次検定合格後
・実務経験5年以上
（1級第一次検定合格者に限る）

・特定実務経験1年以上を
含む実務経験3年以上

（1級第一次検定合格者に限る）

短大・高専（指定学科） 卒業後、実務経験5年以上

高校（指定学科） 卒業後、実務経験10年以上

大学（指定学科以外） 卒業後、実務経験4.5年以上

短大・高専（指定学科以外） 卒業後、実務経験7.5年以上

高校（指定学科以外） 卒業後、実務経験11.5年以上

２級合格者 条件無し
2級合格後、

実務経験5年以上
（1級第一次検定合格者に限る）

上記以外 実務経験15年以上

２ 級

学歴
旧受検資格※1 新受検資格

第一次検定 第二次検定 第一次検定 第二次検定※２、※3

大学（指定学科）

17歳以上
（受検年度
末時点）

卒業後、実務経験1年以上

17歳以上
（受検年度
末時点）

○2級第一次検定合格後、
実務経験3年以上
（建設機械種目について
は2年以上）

○1級第一次検定合格後、
実務経験1年以上

短大・高専（指定学科） 卒業後、実務経験2年以上

高校（指定学科） 卒業後、実務経験3年以上

大学（指定学科以外） 卒業後、実務経験1.5年以上

短大・高専（指定学科以外） 卒業後、実務経験3年以上

高校（指定学科以外） 卒業後、実務経験4.5年以上

上記以外 実務経験8年以上

令和６年度から令和１０年度までの間は経過措置期間とし

旧受検資格 新受検資格と の選択が可能です！

請負金額4,500万円（建築一式工事は7,000万円）以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者 （当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限
ります）の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験 （発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受け
ない工事の経験等は特定実務経験には該当しません）

特定実務経験

お問い合わせ先 ： 国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 技術検定係 TEL:03-5253-3111 (内線24744）
※検定種目毎に取り扱いが異なる場合もあるため、下記、指定試験機関が令和６年１月以降、種目毎に順次、公表予定の受検の手引を必ずご確認ください。
全国建設研修センター（土木・管工事・造園・電気通信工事） TEL:042-300-3040
建設業振興基金（建築・電気工事） TEL:03-5473-1581
日本建設機械施工協会（建設機械) TEL:03-3433-1575

※１ 旧受検資格は主な受検資格のみ記載しております。

第二次検定は

※２ 「第一次検定合格」については、令和3年度以降の第一次検定合格が対象、また「2級第二次検定合格」については、令和2年度以前の2級技術検定合格も対象

別添２

令和５年11月９日版

※3 関連資格による受検要件は裏面参照

tel:03-5253-3111
tel:042-300-3040
tel:03-5473-1581
tel:03-3433-1575
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（参考）新受検資格での技術検定受検イメージ

【関連資格保有者の受検資格要件】

1
級
第
二
次
検
定

土木 技術士第二次試験（建設部門、上下水道部門等）合格後、実務経験5年（特定実務経験1年を含む場合3年）以上

建築 1級建築士試験合格後、実務経験5年（特定実務経験1年を含む場合3年）以上

電気
第一種電気工事士試験合格後または免状交付後、実務経験5年（特定実務経験1年を含む場合3年）以上（別途1級第一次検定に合
格することが必要）

2
級
第
二
次
検
定

建設機械 受検種別の建設機械の操作について実務経験6年以上（別途2級第一次検定に合格することが必要）

土木 技術士第二次試験（建設部門、上下水道部門等）合格後、実務経験1年以上

建築 1級建築士試験合格後、実務経験1年以上

電気
電気工事士試験または電気主任技術者試験の合格後または免状交付後、実務経験1年以上 （別途1級又は2級第一次検定に合格す
ることが必要）

電気通信 電気通信主任技術者試験合格後または資格者証交付後、実務経験1年以上（別途1級又は2級第一次検定に合格することが必要）
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■新受検資格における実務経験について（これまでとの主な変更点）
〔実務経験の工事内容等〕
・実務経験に該当する工事の範囲を、原則、検定種目（資格）に対応した建設業の種類（業種）に該当する工事とします。
また、複数の検定種目（資格）が対応する建設業の種類（業種）の工事の経験については、同じ経験を複数の検定種
目の実務経験として申請することを可能とします。(以下表参照)

■旧受検資格における実務経験について
経過措置期間における旧受検資格の実務経験（対象や証明方法等）の取り扱いについては、従前のとおりとします。
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19
歳
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定
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格

実務経験３年以上

受検可能期間

１ 級

実務経験５年以上

特定実務経験１年以上を
含む実務経験３年以上

実務経験５年以上

特定実務経験１年以上を
含む実務経験３年以上

監理技術者補佐
としての実務経

験１年以上

２ 級

実務経験1年以上

受検可能期間受検可能期間

※建設機械種目については２年以上

検定種目（資格） 種別
建設業の種類（業種）

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し
ゅ

板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

１、２級(全種別) 建設機械施工管理 〇 〇 〇

１級 土木施工管理 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○

２級 土木施工管理

土木 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鋼構造物
塗装

○

薬液注入 ○

１級 建築施工管理 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○

２級 建築施工管理

建築 ○ ○

躯体 ○ ○ ○ ○ ○ ○

仕上げ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１、２級 電気工事施工管理 〇

１、２級 管工事施工管理 〇

１、２級 電気通信工事施工管理 〇

１、２級 造園施工管理 〇

※関連資格による受検等の場合は流れが異なります。
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令和６年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります

（例） 土木構造物の杭工事（業種：とび・土工）の経験は、土木・建築・建設機械種目（以下表で「と」（とび・土工）の欄に「○」
がある種目・種別）の実務経験として申請可能

〔実務経験の証明方法〕
・工事の従事期間等の必要事項について、原則、工事毎に、工事請負者の代表者等又は請負工事の監理技術者等によ
る証明を求めます（工事請負者とは受検者の所属先、請負工事とは受検者の所属先が請け負った工事のこと)。
・なお、令和６年３月３１日を含む工事の経験までは、証明者については、従前の方法（申請時に所属している会社の代
表者等）による証明も可能とします。


